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１．はじめに 

 

わが国の環境技術・装置は世界の最高水準にあ

るが、これまで日本から開発途上国に移転した技

術が必ずしも現地のニーズに適合しておらず、さ

らなる普及が推進されていないのが現状である。 

開発途上国に環境技術・装置の普及を図るため

には、現地の環境事情、経済状況、技術レベル、

ニーズ等に適合した環境技術・装置を提案するこ

とが重要である。 

 

２．相手国に適合する条件 

 

1) 文化的に受け入れられること。 

その技術が相手国の文化、宗教、習慣等の面

から受け入れられるものであること。 

2) 経済的に受け入れられること。 

技術が相手国の負担可能な費用の範囲のもの

であること。 

3) 技術的に受け入れられること。 

相手国が運転・維持管理できる技術水準であ

り、補修部品等は容易に入手可能であること。 

4) 環境基準に適合し、かつ環境保全的であること。 

相手国の環境基準や環境事情に適合すること

は勿論であるが、燃料等の過度の消費がなく、

総合的に相手国の環境保全に資する技術である

こと。 

 

３．環境技術移転を円滑に推進するための取り組み 

 

1) 開発途上国向けの技術開発 

これまでは、日本向けに開発された技術をそ
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のまま現地に移転するのが主であった。しかし、

現地で受け入れられ、普及させるためには相手

国の気候風土、処理対象物の性状、耐久性、予

算に見合った低コストな技術を開発することが

望まれる。 

 

2) トータルシステムでの提供 

技術・装置だけでなく、事業運営・計画、維

持管理などを相手国になじむものをトータルシ

ステムで提供することが必要である。 

 

3) 人材育成(日本への留学生・研修生に対する帰国

後のフォローアップ） 

欧米では、留学生・研修生と帰国後も継続的

に交流を行い、相手国のプロジェクトを萌芽の

段階から発見することを可能としている。 

日本においても、帰国後のフォロー活動の実

施により、相手国への技術移転を可能とする人

脈が形成される。 

４．今後の国際協力と環境ビジネスの方向性～新た

なビジネスモデルの構築～ 

 

これまでの｢売り切り型ビジネス｣から新たなビ

ジネスモデルへの転換を官民一体となって取り組

むことが望まれる。 

装置を売るのではなく、その装置の機能を売る

というビジネスモデルで、具体的にはリース、レ

ンタルによる装置の提供、維持管理を行う。 

日本がＯＤＡ資金で整備した施設に日本のシル

バー人材等を派遣し、運転・維持管理ひいては事

業運営まで視野に入れた教育訓練を行い、一定の

資格を与えるのも一つの方法である。 

今後、相手国では資金・人材不足等で上下水道

や廃棄物処理の PFI 事業が増加することから事業

運営への対応が求められる。事業運営で得られた

利益を相手国に再投資するという好循環につなげ

ることが望ましい。 

日本から提案する環境技術・装置は、相手国の

ニーズやコストに対応したものであることは勿

論、下水汚泥の消化ガス利用、焼却炉から熱回収

・発電などコベネフィットを付与したものが望ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

貧困開発途上国 低所得開発途上国 中所得開発途上国 中進国

下水処理 末整備
末整備・計画
観光地での整備

下水道施設の整備が進行中
下水道施設の整備が
かなり進んだ状態

工場廃水処理
処理施設整備
（一部の工業団地）

工業団地で
汚水処理施設整備

工業団地で
汚水処理施設整備

工業団地で
汚水処理施設整備

都市廃棄物

（衛生）処分場 中継施設
衛星処分場

中継施設
衛星処分場
コンポスト、
メタン醗酵施設設備

中継施設
衛生処分場
焼却施設

医療廃棄物 焼却施設（一部） 焼却施設（一部） 焼却施設 焼却施設

産業・有害廃棄物 末整備
有害専用処分場整備
（熱処理無）

有害専用処分場整備
（熱処理無）

有害専用処分場整備
（熱処理無）

し尿処理 末整備 末整備
大部分整備
（汚泥回収）

整備済

大気汚染 末整備
自動観測モニアリング
ステーション（整備中）

テレメータ、自動観測モニタリ
ングステーション

テレメータ、自動観測モニ
タリングステーション

ラオス／カンボジア／ミャ
ンマー

フィリビン／インドネシア
／ベトナム

中国／タイ マレーシア

　　　　

発展途上国別の分野別の環境技術ロードマップ

　　　　　　　　　低　　　　　　　　　開発・所得レベル　　　　　　　高
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